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指摘事項 是正又は改善状況 改善時期 

前回指導監査（令和２年１２月

１１日）において、口頭指摘とし

ていた内容（金融機関との取引名

義に係る経理規程違反について）

が未だに改善されていない。 

貴法人では、所轄庁による指導

監査において指導事項があったに

もかかわらず、長期間改善されて

おらず、監事監査においても改善

すべき事項が示されていなかっ

た。 

今後、理事は指摘事項の改善を

速やかに行い、監事は、監事監査

において直近の指導監査での指摘

事項の有無を確認し、指摘事項が

ある場合には、その改善状況を確

認し理事に対して改善を指導する

こと。 

 通帳名義を「理事」から「理事

長」に変更いたします。 

令和６年４月 

改選に伴う監事の選任におい

て、理事会が監事の選任に関す

る議案を評議員会に提出するた

めには、現監事の過半数の同意

を得なければならないとされて

いるが、議事録では監事の過半

数の同意を得たことが確認でき

ず、監事の同意書の徴求もなか

った。 

今後、改選に伴う監事選任にお

いては、法令に定める手続きをす

ること。 

監事の選任において、理事会が

監事の選任に関する議案を評議員

会に提出するために必要な、現監

事の過半数の同意を得ます。 

次回監事の選任

の時期 

   


